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INFORMATION INFORMATION

住
基
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
を
ご
利
用
の
み
な
さ
ま
へ

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
３
年
で
す

　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は
発
行
日
か
ら

起
算
し
て
３
年
間
で
す
。

　

有
効
期
間
が
満
了
し
失
効
し
た
場
合
に

は
、
電
子
申
告
な
ど
の
電
子
申
請
・
届
出
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
に
は
、

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

発
行
時
に
お
渡
し
し
た
「
電
子
証
明
書
の

写
し
」
で
有
効
期
間
満
了
日
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。（
有
効
期
限
が
分
か
ら
な
い
と
き
は

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。）

■
更
新
手
続
き
は
、
満
了
日
の
３
か
月
前
か

ら
手
続
き
で
き
ま
す
。

■
更
新
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
、
現
在
の
電

子
証
明
書
は
失
効
し
ま
す
。

■
新
し
い
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は
更
新

手
続
き
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
間
と

な
り
ま
す
。

■
更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
電
子
証
明
書
を
記
録
す
る
申
請
者
本
人

の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

・
印
鑑

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

・
発
行
手
数
料
５
０
０
円

役
場
住
民
課
戸
籍
年
金
係
☎
（
574
）
２
２
１
３

木
工
芸
体
験
施
設
か
ら
の
お
知
ら
せ

施
設
の
利
用
者
が
減
少
し
て
い
る
た
め
4

月
26
日
か
ら
当
分
の
間
休
館
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

4
月
25
日
ま
で
は
、
次
の
と
お
り
開
館
し

て
お
り
ま
す
。

毎
週
火
曜
日
か
ら
金
曜
日　

9
時
〜
12

時
、
13
時
〜
16
時
ま
で
（
祝
祭
日
は
休
館
）

役
場
施
設
課
施
設
管
理
係
☎
（
574
）
２
２
１
５

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の

免
除
申
請
に
つ
い
て

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
で
、
次
の

免
除
基
準
に
該
当
す
る
方
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送

受
信
料
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

全額免除 半額免除

身　体

障害者

身体障害者手帳をお持ちの方がい
る世帯で、かつ、世帯構成員全員
が町民税非課税の場合

○視覚・聴覚障害により、身体障
害者手帳をお持ちの方が世帯主
である場合
○身体障害者手帳（１、２級）を
お持ちの方が世帯主である場合

知　的

障害者

所得税法または地方税法に規定す
る障害者のうち、児童相談所等に
より知的障害者と判定された方が
いる世帯で、かつ、世帯構成員全
員が町民税非課税の場合

所得税法または地方税法に規定
する障害者のうち、児童相談所
等により重度の知的障害者と判
定された方が世帯主である場合

精　神

障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ち
の方がいる世帯で、かつ、世帯構
成員全員が町民税非課税の場合

精神障害者保健福祉手帳（１級）
をお持ちの方が、世帯主である
場合

持
ち
物
▽
印
鑑
・
身
体
障
害
者
手
帳
・
療

育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

※
大
津
支
所
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

障
害
者
控
除
対
象
者
の

認
定
に
つ
い
て

　

所
得
税
法
、
地
方
税
法
に
係
る
老
年
者
の

障
害
者
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方（
身
障
・

療
育
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
）

は
、
町
長
が
認
定
す
る
認
定
書
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

詳
細
は
、
役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）

２
２
１
４
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

有
害
鳥
獣
︵
シ
カ
︶
駆
除
を

実
施
し
ま
す

　

猟
友
会
の
協
力
に
よ
り
実
施
し
ま
す
の

で
、
被
害
で
お
困
り
の
方
は
役
場
産
業
課
林

政
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

駆
除
期
間
▽
２
月
１
日（
土
）〜
３
月
31
日（
月
）

駆
除
方
法
▽
銃
器

区
域
▽
町
内
一
円

※
駆
除
実
施
の
際
、
や
む
を
得
ず
農
地
等
の

個
人
所
有
地
に
猟
友
会
の
駆
除
車
両
が
進
入

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

役
場
産
業
課
林
政
係
☎
（
574
）
２
２
１
７

休日救急診療当番医について

　当番医制度は、あくまでも「急病患

者さん」のためのものです。いわゆる

「夜間診療所」という意味での当番医

制度ではありません。

～急病についての問合せ先～

◆発熱や腹痛などの初期救急が必要

なとき、受診できる医療機関をお知ら

せします。

【帯広市急病テレホンセンター】

0155‐26‐1099（フリーダイヤル）

▽年中無休・24時間対応

【北海道救急医療情報案内センター】

0120‐20‐8699（フリーダイヤル）

011‐221‐8699（携帯電話 /PHS）

http://www.qq.pref.hokkaido.jp/

▽年中無休・24時間対応

豊頃消防署 （574）2310

豊頃医院・歯科診療所
『休診日のお知らせ』

●日曜祝日、土曜日（第２・第４）は、
休診日です。

　2月は8日、22日が休診日です。

☆夜間診療日のお知らせ☆
●豊頃医院 : 毎週火曜日
※17：00～19：00（18：30受付終了）
●歯科診療所 : 毎週水曜日
※事前予約が必要になります。

■寄附
住　　所 名　　前 目　　的

【町寄附分】
出先帯広会 会長 若月　誠 様 図 書 寄 贈

豊頃町商工会女性部 部長 大谷　美勇子 様 図 書 寄 贈
茂岩末広町 後　藤　和　子 様 社会福祉増進のため
【社会福祉協議会寄附分】
北海道コカ・コーラボトリング株式会社 様 清涼飲料水を社会福祉増進のため

北栄 森 　 将 彦 様 社会福祉増進のため
株式会社安井測量設計事務所 様 社会福祉増進のため
茂岩本町 茂　手　季　七 様 社会福祉増進のため

豊頃佐々田町 遠藤キミ子 様 社会福祉増進のため

閲覧申出者 平成 26年厄年会
小　野　直　人

一般社団法人 新情報センター
事務局長　平　谷　伸　次

閲覧年月日 平成 25年 11月 7日 平成 25年 11月 29日

閲覧目的 厄年名簿作成のため 消費者意識基本調査対象者名簿
作成のため

閲覧対象
昭和 48年生まれの男性及び昭和
57年生まれの女性の住所、氏名、

生年月日

中央新町に住む15歳以上の住民
の住所、氏名、生年月日、性別

の
２ ほっとサロン

各サロン利用料 100 円※昼食提供やイベント時は増額の場合もあります。

ほっとサロン茂岩
2 月 12 日（水）・26（水）
ふれ愛プラザ　13:00 ～ 16:00

ほっとサロン豊頃
2 月 7 日（金）※今年度最後のほっとサロンです。
豊頃コミセン　9:30 ～ 15:00

ほっとサロン大津
2 月 26 日（水）
大津コミセン　10:00 ～ 15:00

社会福祉協議会　 （574）3143

月 ののののほののほの２２２ ほっとサロン

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金最終結果速報

　　　　赤い羽根共同募金　1,785,406 円

　　　　歳末たすけあい募金　667,560 円
																																																		（1月 15 日現在）

皆様のご協力ありがとうございました！

詳細につきましては、3月号の社協だよりにて掲

載いたします。

二宮金次郎体操講習
ガンバルーンゲーム公開練習

保健センター検診室

13：30～二宮金次郎体操講習
14：00～ガンバルーンゲーム公開練習

2月28日（金）

3月上旬開催予定のガンバルーンゲームオリンピッ
クの競技練習を皆さんで行いましょう！

ホームページ新装開店
～トヨッピーが豊頃社協を紹介しています～

http://toyokoro-shakyo.com
facebook 豊頃町社会福祉協議会 /トヨッピーなう

このことについて、住民基本台帳法第 11条第３項及び第 11条の２
第 12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等
の交付に関する省令第３条に基づき、次のとおり公表します。

平成 25年 11 月分
住民基本台帳閲覧状況の公表

お　問　合　せ　先
役場住民課戸籍年金係　☎（574）2213

■お誕生（ 12 月 20日～ 1 月 19日届出分）

名　　前 性別 親 住　　所

吉
よしむら

村 茉
ま な と

翔 く
　ん 男 翔太・そのか 中央若葉町

津
つ

久
く

井
い

小
こ ゆ き

雪 ち ゃ
　ん 女 直弘・優子 礼作別

■おくやみ（ 11 月 20日～ 12 月 19日届出分）

名　　前 年齢 死亡年月日 住　　所
後藤 忠美 さ

ん 81歳 25.12.23 茂岩末広町

遠藤 義信 さ
ん 81歳 25.12.25 豊頃佐々田町

津久井 長藏 さ
ん 93歳 25.12.28 礼作別

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

▽
福
祉
▽
そ
の
他

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
そ
の
他
▽
お
誕
生
・
お
く
や
み
・
寄
附


